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【ご説明資料】 
 

令和 6 年 1 月 25 日 
原子燃料工業株式会社 東海事業所 

 
 

原子力事業者防災業務計画の修正（案）について 
1. 目的 
  原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の規定に基づき、 

原子燃料工業(株)東海事業所の原子力事業者防災業務計画について見直しを行い、この計画 
の適正化を図る。 
なお、茨城県地域防災計画及び東海村地域防災計画に抵触する修正はありません。 

 
  

2. 主な修正内容 
 
 
（１）第 1 章 総則 

第 2 節 定義 
８． 指定行政機関 P2 

【修正前】 
国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第３条第２項に規定する国の行政機関及び同法

第８条から第８条の３までに規定する機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。（内閣府、

国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省、文

部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、

国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省） 
【修正案】 

国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第３条第２項に規定する国の行政機関及び同法

第８条から第８条の３までに規定する機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。（内閣府、

国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、消防庁、法務省、外務

省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、

中小企業庁、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防

衛省） 
【理由】 
・ 令和 5 年 4 月発足の行政機関を追加。 
 

（２）第３章 緊急事態応急対策等の実施 
第１節 通報及び連絡 
１．通報の実施 

【修正前】 
（２）原子力防災管理者は、別表第２に該当する特定事象の発生について通報を受け、又は
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自ら発見したときは、直ちに、様式第８に定められた通報様式に必要事項を記入し、直ちに内

閣総理大臣、原子力規制委員会、茨城県知事及び東海村長その他別図第２に定められた通報先

に、ファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。さらに、その着信を電話により確認する。 
なお、別表第２に該当する特定事象のうち、事業所が輸送物の安全について責任を有する事

業所外運搬の場合にあっては、事象の発生について通報を受けたときは、様式第９に定められ

た通報様式に必要事項を記入して、直ちに内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、

当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長その他別図第２に定められた

通報先に、ファクシミリ装置を用いて送信する。さらに、その着信を電話により確認する。 
 

【修正後】 
（２）原子力防災管理者は、別表第２に該当する特定事象の発生について通報を受け、又は

自ら発見したときは、様式第８に定められた通報様式に必要事項を記入し、内閣総理大臣、原

子力規制委員会、茨城県知事及び東海村長その他別図第２に定められた通報先に、１５分以内

を目途として、ファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。さらに、その着信を電話により確

認する。 
なお、別表第２に該当する特定事象のうち、事業所が輸送物の安全について責任を有する事

業所外運搬の場合にあっては、事象の発生について通報を受けたときは、様式第９に定められ

た通報様式に必要事項を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象

が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長その他別図第２に定められた通報先に

１５分以内を目途として、ファクシミリ装置を用いて送信する。さらに、その着信を電話によ

り確認する。 
【理由】 

・ 原災法第１０条通報のタイミングの明確化。 
 

（３）第３節 緊急事態応急対策 
１．原子力緊急事態発生の通報 

【修正前】 
（１）事業所対策本部長は、別表第３に該当する特定事象に至った場合、事業所対策本部情報

第１係長を経由して、様式第８（事業所外運搬にあっては、様式第９）に所定の事項を記入し

て、直ちに別図第３に定められた通報箇所に、ファクシミリ装置を用いて送信し、さらに、そ

の着信を電話により確認する。 
 

【修正後】 
（１）事業所対策本部長は、別表第３に該当する特定事象に至った場合、事業所対策本部情報

第１係長を経由して、様式第８（事業所外運搬にあっては、様式第９）に所定の事項を記入し、

別図第３に定められた通報箇所に１５分以内を目途として、ファクシミリ装置を用いて送信し、

さらに、その着信を電話により確認する。 
【理由】 

・ 原災法第１０条通報のタイミングの明確化。 
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（４）別表第 9 その他の原子力防災資機材 
    通信関係 ファクシミリ 

 保管場所（配備場所）「資材管理棟」→「事務棟」 
                                   【保管場所の移動】 
 
 

 
（５）別図第２ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報（報告）経路 （1 ／２） 

（１）事業所内での事象発生時の通報（報告）経路 
通報（報告）先 「総務部防災対策課」→「原子力安全対策課」に変更 

 

【日立市の組織再編に伴う対応】 

 
（６）別図第２ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報（報告）経路 （２／２） 

（２）事業所外運搬での事象発生時の通報（報告）経路 
通報（報告）先  
「国土交通省 自動車局車両基準・国際課」→「国土交通省 物流・自動車局 車両基準・国際

課」に変更 

【国土交通省自動車局の組織再編に伴う対応】 
 

（７）別図第３ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項通報後の報告（連絡）経路 （１／２） 
（１）事業所内での事象発生時の報告（連絡）経路 

通報（報告）先 「総務部防災対策課」→「原子力安全対策課」に変更 

 

【日立市の組織再編に伴う対応】 

 
 

（８）別図第３ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項通報後の報告（連絡）経路 （２／２） 
（２）事業所外運搬での事象発生時の報告（連絡）経路 
「国土交通省 自動車局車両基準・国際課」→「国土交通省 物流・自動車局 車両基準・国際

課」に変更 

【国土交通省自動車局の組織再編に伴う対応】 
 
（９）別図第７ 原子力防災資機材等の保管（配備）場所 

     通信関係 ファクシミリの保管場所（配備場所）「資材管理棟」から「事務棟」 
     に変更 

         
                                 【記載の適正化】 

 以 上 
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東海事業所原子力事業者防災業務計画の修正                                   

 

修正箇所 修正前 修正後 理由等 

 

Ｐ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ20 

 
（１）第 1 章 総則 

第 2 節 定義 
８． 指定行政機関  
 
国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第３条第２項に規定する国の行政

機関及び同法第８条から第８条の３までに規定する機関で、内閣総理大臣が指定

するものをいう。（内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、

消防庁、法務省、外務省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産

省、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、気

象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省） 
 

 

 

 

 

 

（２）第３章 緊急事態応急対策等の実施 

第１節 通報及び連絡 

１． 通報の実施 

 

（２）原子力防災管理者は、別表第２に該当する特定事象の発生について通報を受け、

又は自ら発見したときは、直ちに、様式第８に定められた通報様式に必要事項を記入し、

直ちに内閣総理大臣、原子力規制委員会、茨城県知事及び東海村長その他別図第２に定め

られた通報先に、ファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。さらに、その着信を電話に

より確認する。 

なお、別表第２に該当する特定事象のうち、事業所が輸送物の安全について責任を有す

る事業所外運搬の場合にあっては、事象の発生について通報を受けたときは、様式第９に

定められた通報様式に必要事項を記入して、直ちに内閣総理大臣、原子力規制委員会、国

土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長その他別図第

２に定められた通報先に、ファクシミリ装置を用いて送信する。さらに、その着信を電話

により確認する。 

 

 

 

 

 

国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第３条第２項に規定する国の行政機関及

び同法第８条から第８条の３までに規定する機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。

（内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、消防庁、

法務省、外務省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁、環境省、

原子力規制委員会、防衛省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）原子力防災管理者は、別表第２に該当する特定事象の発生について通報を受け、又

は自ら発見したときは、様式第８に定められた通報様式に必要事項を記入し、内閣総理大

臣、原子力規制委員会、茨城県知事及び東海村長その他別図第２に定められた通報先に、

１５分以内を目途として、ファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。さらに、その着信

を電話により確認する。 
なお、別表第２に該当する特定事象のうち、事業所が輸送物の安全について責任を有す

る事業所外運搬の場合にあっては、事象の発生について通報を受けたときは、様式第９に

定められた通報様式に必要事項を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大

臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長その他別図第２に定め

られた通報先に１５分以内を目途として、ファクシミリ装置を用いて送信する。さらに、

その着信を電話により確認する。 
 

 

 
 
 

令和 5 年 4 月発足の

行政機関を追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 原災法第１０条通

報のタイミングの明

確化。 
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 東海事業所原子力事業者防災業務計画の修正                                   

 

修正箇所 修正前 修正後 理由等 

 

Ｐ28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３節 緊急事態応急対策 

１． 原子力緊急事態発生の通報 

（１）事業所対策本部長は、別表第３に該当する特定事象に至った場合、事業所対策本部

情報第１係長を経由して、様式第８（事業所外運搬にあっては、様式第９）に所定の事項

を記入して、直ちに別図第３に定められた通報箇所に、ファクシミリ装置を用いて送信し、

さらに、その着信を電話により確認する。 

 

 

 

（１）事業所対策本部長は、別表第３に該当する特定事象に至った場合、事業所対策本部

情報第１係長を経由して、様式第８（事業所外運搬にあっては、様式第９）に所定の事項

を記入し、別図第３に定められた通報箇所に１５分以内を目途として、ファクシミリ装置

を用いて送信し、さらに、その着信を電話により確認する。 

 
 
 
・ 原災法第１０条通

報のタイミングの明

確化。 
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東海事業所原子力事業者防災業務計画の修正                                   

 

修正箇所 修正前 修正後 理由等 

 

別表第 9  
その他の原子力

防災資機材 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保管場所の移動 
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東海事業所原子力事業者防災業務計画の修正                              

 

修正箇所 修正前 修正後 理由等 

別図第２ 

原子力災害対策

特別措置法第１

０条第１項に基

づく通報（報告）

経路 （１／２） 

総務部防災対策課 

 

 

原子力安全対策課 

 

 

 

日立市の組織再編に

伴う対応 
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  東海事業所原子力事業者防災業務計画の修正                              

 

修正箇所 修正前 修正後 理由等 

別図第２ 

原子力災害対策

特別措置法第１

０条第１項に基

づく通報（報告）

経路 （２／２） 

（２）事業所外

運搬での事象発

生時の通報（報

告）経路 

 

国土交通省 自動車局車両基準・国際課課 

（事象発生場所が陸上の場合） 

 

 

国土交通省 物流・自動車局車両基準・国際課 

（事象発生場所が陸上の場合） 

 

国土交通省自動車局 

の組織再編に伴う対

応 
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東海事業所原子力事業者防災業務計画の修正                              

 

修正箇所 修正前 修正後 理由等 

別図第３ 

原子力災害対策

特別措置法第１

０条第１項通報

後の報告（連絡）

経路 （１／２） 

（２）事業所内

での事象発生時

の報告（連絡）

経路 

総務部防災対策課 

 

 

原子力安全対策課 

 

 

 

日立市の組織再編に

伴う対応 
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東海事業所原子力事業者防災業務計画の修正                             

 

修正箇所 修正前 修正後 理由等 

別図第３ 

原子力災害対策

特別措置法第１

０条第１項通報

後の報告（連絡）

経路 （２／２） 

（２）事業所外

運搬での事象発

生時の報告（連

絡）経路 

 

国土交通省 自動車局車両基準・国際課 

（事象発生場所が陸上の場合） 

 

 

国土交通省 物流・自動車局車両基準・国際課 

（事象発生場所が陸上の場合） 

 

国土交通省自動車局 

の組織再編に伴う対

応 
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東海事業所原子力事業者防災業務計画の修正                            

 

修正箇所 修正前 修正後 理由等 

別図第７ 

  

記載の適正化 

 

 

その他資機材 

ファクシミリ設置場

所の変更 
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